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令和２年 第５回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和２年５月２２日 午後２時００分 開 催 場 所 宮代町役場 

２０２会議室 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和２年５月２２日 午後２時００分 教 育 長 中村 敏明 

令和２年５月２２日 午後３時１０分 教 育 長 中村 敏明 

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 青栁 誠 

委員出席状況 議案説明等 

番号 氏    名 出席の有無 教育推進課長          大場崇明 

学校管理幹兼副課長（学校教育） 塚越健一 

生涯学習室長          飯山 武 

主幹（教育総務）        青栁 誠 

指導主事            鵜川裕介 

教 育 長 中村 敏明 出席 

職務代理者 深井 美智子 出席 

教育委員 吉澤 久美子 出席 

教育委員 瀧ケ崎 隆司 出席 

教育委員 山田 鋭生 出席 

議案件名 

概要報告 

（１）概要報告 

事務局報告 

（１）学校教育関係 

  ア  ６月の行事予定について  

審議案件 

議案第１９号 宮代町学校評議員の委嘱について 

 議案第２０号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委嘱について 

 議案第２１号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について 

 議案第２２号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について 

 議案第２３号 宮代町立小中学校の適正配置及び通学区域の編成等に関する審議会委員の 

       委嘱について 

議案第２４号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について 

 

傍聴人 0名 
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開 会 午後２ 時００ 分 

１ 開会の宣言 

 中村教育長 令和２年第５回定例教育委員会をこれより開会いたします。 

 （委員の出席を確認） 

 

２ 概要報告 

 中村教育長 

青栁主幹 

概要報告について、事務局よりお願いします。 

（資料により概要報告を行う。） 

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見はございますか。 

（質問、意見なし） 

事務局報告に移ります。 

報告事項（１）学校教育関係 ６月の行事予定について、説明をお願いします。 

３ 事務局報告 

（１）学校教育関係について 

 

 

 

塚越学校管理幹 

 

（１） 学校教育関係について 

 ア ６月の行事予定について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 

瀧ケ崎委員 

塚越学校管理幹 

 

瀧ケ崎委員 

吉澤委員 

 

塚越学校管理幹 

 

 

吉澤委員 

深井委員 

 

塚越学校管理幹 

深井委員 

中村教育長 

 

 

学校教育関係に報告がありましたが、ご質問等あればお願いします。 

中止になった委員会がいくつかありますが、支障はないのでしょうか。 

各委員会とも第１回の委員会は、委員委嘱と今年度の予定を周知することが中心

なので、委嘱状と資料を郵送することで会議に代えさせていただいています。 

了解しました。 

携帯安全教室は全校生徒が対象なのでしょうか。その場合、集合して密集が発生

する可能性がありますが、その対策はどうなっていますか。 

今のところ実施する方向で聞いていますが、実際、学校が再開してもすぐには全

校生徒を対象とすることは難しいかも知れません。その場合は、分けて実施する

とか時期を変更して実施することが考えられます。 

わかりました。 

百間中学校のプール開きは中止となっていますが、今年度のプールは実施しない

ということでしょうか。 

今年度のプールは実施しないこととなりました。 

わかりました。 

その他、ご質問等はございますか。 

（意見・質問なし） 

それでは、審議案件に移ります。 

議案第１９号 宮代町学校評議員の委嘱について、説明をお願いします。 
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４ 審議案件 

議案第１９号 宮代町学校評議員の委嘱について 

 塚越学校管理幹 

 

中村教育長 

 

議案第１９号 宮代町学校評議員の委嘱について 

（資料により説明を行う） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見・質問なし） 

それでは、お諮りいたします。議案第１９号については、案のとおり可決してよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

続きまして、議案第２０号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評

価委員の委嘱について、説明をお願いします。 

 

議案第２０号  教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委嘱について 

 青栁主幹 

 

議案第２０号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委

嘱について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 

 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第２０号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

続きまして議案第２１号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について、説明

をお願いします。 

議案第２１号  宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について 

 青栁主幹 

 

議案第２１号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第２１号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

次に、議案第２２号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について、説明をお

願いします。 
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議案第２２号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について  

 青栁主幹 議案第２２号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について  

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 

吉澤委員 

 

青栁主幹 

 

吉澤委員 

 

青栁主幹 

 

中村教育長 

 

 

吉澤委員 

中村教育長 

 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

規則第３条の栄養士さんは、委員名簿の１４、１５番の栄養教諭ということでし

ょうか。 

そのとおりでございまして、それぞれ百間小学校と百間中学校に配置されており

ます。 

規則によると委員の定数は２２人以内となっていますが、今回、委嘱する方は１

４人と定数に比べ少ないと感じます。いかがでしょうか。 

現在は第３条に規定するとおり各学校の給食主任の先生をはじめ、校長会の代

表、教頭会の代表など各１人ずつでお願いし１４人としているところです。 

現在、県は栄養士ではなく栄養士の資格を持つ教諭を各学校に配置しています。

従って、規則では栄養士という規定になっていますが、実際には栄養教諭という

ことになります。 

了解しました。 

その他、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第２２号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

次に、議案第２３号 宮代町立小中学校の適正配置及び通学区域の編成等に関す

る審議会委員の委嘱につき議決を求めることについて、説明をお願いします。 

議案第２３号 宮代町小中学校の適正配置及び通学区域の編成等に関する審議会委員の委嘱につき 

       議決を求めることについて 

 青栁主幹 

 

議案第２３号 宮代町立小中学校の適正配置及び通学区域の編成等に関する審議

会委員の委嘱につき議決を求めることについて 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第２３号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

次に、議案第２４号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることに

ついて、説明をお願いします。 

 



5 
 

議案第２４号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることについて 

 飯山室長 

 

宮代町スポーツ推進委員の委嘱につき議決を求めることについて 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第２４号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。これですべての審議案件が終了いたしました。 

続きまして、６ 協議事項「学校再開に向けて」に移ります。 

協議事項 学校の再開に向けて 

 中村教育長 協議事項 学校の再開に向けて 

（資料により説明を行う。） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

瀧ケ崎委員 長期休業により、授業時間が大幅に減ってしまったと思いますが、運動会等の特

別活動はどうなるのでしょうか。 

中村教育長 運動会については、もともと９月を予定していたので、現時点では、予定どおり

実施したいと考えていますが、種目によっては、身体の接触を伴うものもあるた

め、昨年度とは内容を変更して実施することも考えられます。 

瀧ケ崎委員 了解しました。 

山田委員 分散登校の実施に関し、新一年生の対応はどうなるのでしょうか。 

中村教育長 分散登校は、地域ごとに午前、午後など登校時間を決めて実施するので、通学班

で登校する予定です。従って、高学年の子供たちが、新一年生を一緒に連れて登

校してくるので、通常どおりの登校の方法となります。 

山田委員 了解しました。 

５ その他 

 

 

青栁主幹 みやしろ児童・生徒食生活支援事業の概要について 

・５月１９日から２９日まで（平日のみ）に実施する「みやしろ児童・生徒食生

活支援事業の概要」について報告。 

鵜川指導主事 令和２年度教科書採択について 

・新学習指導要領に基づき中学校の全教科の教科書採択に向けたスケジュール 

等について報告。 

・その後、教科書採択に向けた各委員の役割分担を決定。 

中村教育長 次回定例教育委員会の日程をお願いします。 

６ 次回教育委員会について 

 青栁主幹 次回の教育委員会につきましては、６月２３日（火）午後２時から役場２０４会
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議室で開催します。 

また、７月の定例教育委員会については、教科書採択のスケジュールに合わせ、

７月上旬に開催を予定しています。日程調整につきましては、追ってご連絡いた

します。 

７ 閉会 

（閉会午後３時１０分） 

 


